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は し が き

昨秋以降、世界的な金融危機の深刻化、世界同時不況という予期しない環境の下で、

輸出産業の不振や個人消費の低迷などにより、国内景気は大きく後退し、中小企業におい

ては自助努力による対応の限界を超えた、依然厳しい状況が続いております。

労働・雇用環境において、余剰人員を抱える中小企業が急速に増加しているその一方で、

引き続き人手不足感が残る中小企業も少なくなく、現下の中小企業の雇用動向は二極化現

象が生じています。また、派遣労働者等の解雇、雇止めの急増など雇用調整の形に変化も

見られ、格差問題への関心の高まりやセーフティネットのあり方が問われています。

このような情勢の下で、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な労働対策

を樹立するための基礎資料を得ることは、中小企業の発展方向を考える上で大きな意義

をもつものと思います。

本会では、全国中小企業団体中央会と協同し、昭和３９年以降毎年「中小企業労働事

情実態調査」を実施しています。賃金、労働時間、雇用、経営等に関する事項のうち、

時系列的に把握すべき基本項目のほか、その年々の労働情勢に関連した項目について行

っております。

本年は、基本項目である経営状況と経営上の障害、週所定労働時間をはじめとする労

働時間、賃金改定の実施状況、新規学卒者の初任給に加え、従業員の教育訓練、雇用調

整（労働力の調整）、パートタイマーの活用について調査を行いました。

本調査が中小企業の労働事情を把握するうえで、また労働関係対策を立案するうえで

参考になれば幸いです。

最後に、調査実施にあたり、多忙にもかかわらず多大なご協力を頂いた関係組合、調

査対象事業所の皆様に対し、厚くお礼申し上げます。

平成２１年１０月

岐阜県中小企業団体中央会
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Ⅰ．調 査 の あ ら ま し

１．調査目的

業種や事業規模、地域によって景況に依然として大きな違いがみられるなか、

少子・高齢化の進展等に伴い、中小企業を取り巻く雇用・労働環境は大きく変化

しており、このような情勢下、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正

な労働対策を樹立することを目的とする。

２．調査機関

岐阜県中小企業団体中央会

３．調査時点

平成２１年７月１日現在

４．調査方法及び調査対象

岐阜県中小企業団体中央会の会員組合の中で以下の業種に係る事業協同組合、

商工組合等の組織を通じ、組合員企業へ調査票を配布し、調査を実施した。

❑製造業  ❑非製造業 

・食料品製造業 ・化学工業 ・運輸業

・繊維・同製品製造業 ・金属・同製品製造業 ・建設業

・木材・木製品製造業 ・機械器具製造業 ・卸売業

・出版・印刷・同関連産業 ・その他の製造業 ・小売業

・窯業・土石製品製造業 ・サービス業

・情報通信業

５．調査対象事業所数

調査事業所数:１,３００事業所（製造業７１５事業所、非製造業５８５事業所）

６．調査回答数

調査回答数は、1,300事業所

の内、有効回答数は544事業所

（製造業258事業所、非製造業

286事業所）で回答率は41.8％

であった。

回答のあった544事業所の常

＜調査回答数の内訳＞

（単位：事業所）

業種別 事業所数
従業員数
規模別

事業所数

製造業 258 1～9人 281

非製造業 286 10～29人 143
30～99人 91

100～300人 29

計 544 計 544
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労働者数は13,813人で、1事

業所当たりの平均常用労働

者は、25人（製造業37人、非

製造業15人）であった。

従業員数別で見みると、全

産業では「1～9人」の事業所

が44.3%で最も多く、次いで

「10～29人」の事業所が

29.4%、「30～99人」の事業所が20.1%と、99人以下の事業所が全体の9割以上となって

いる。

業種別で見ると、製造業では「10～29人」の事業所が最も多く31.9%、次いで「1～9

人」の事業所が30.1％、「30～99人」の事業所が27.4%となっている。非製造業では「1

～9人」の事業所が56.1%で最も多く、次いで「10～29人」の事業所が27.3%、「30～99

人」の事業所が14.0%となっている。

44.3

30.1

56.1

44.3

29.4

31.9

27.3

29.4

20.1

27.4

14.0

20.1

6.2

10.6

2.6

6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全産業

製造業

非製造業

H20全産業

従業員数規模

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 １００～３００人

注１：調査対象事業所数の決定は、全国の従業者規模300人未満の事業所数5,700千事業所のうち、全国

中央会が各県の事業所数に応じて調査数を決定しており、岐阜県内では、1,300事業所が調査対象

先となっている。また、原則として、製造業55%、非製造業45%の割合で調査を実施することにな

っているため、製造業715社、非製造業585社を調査対象先として依頼し実施した。

n=544
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Ⅱ．調査結果の主なポイント

１．経営状況について

（1) 経営状況

調査時点（H21.7.1）における

経営状況についてＤＩ値で見る

と、マイナス73.0 と昨年のマイ

ナス53.9から19.1ポイント悪化

している。

また、全国と岐阜県のＤＩ値

を比較して見ると岐阜県は全国

（マイナス69.4）よりも3.6ポイ

ント悪化している。

(2) 主要事業の今後の方針

主要事業の今後の方針につい

て見ると､「現状維持」が全産業

で70.9%、製造業66.9%、非製造業

74.5％で最も高い割合となって

いる。

製造業の傾向として、昨年は

「強化拡大」が23.8%(H19)→

27.8%(H20)と４ポイント増加し

たが、今回は16.3％で11.5ポイン

ト減少している。

(3) 経営上の障害(複数回答)

製造業で「販売不振・受注の減少」が71.6%で最も高く、非製造業では｢販売不振・受

注の減少｣が61.4%で最も高い。

＜経営上の障害＞

製造業 昨年比較 非製造業 昨年比較

第１位 販売不振・受注の減少 販売不振・受注の減少

第２位 製品価格（販売価格）の下落 同業他社との競争激化

第３位 原材料・仕入品の高騰 原材料・仕入品の高騰

3.9

3.3

6.7

8.2

12.9

14.4

12.1

7.7

22.8

20.3

32.7

49.5

45.4

41.4

39.1

30.5

73.3

76.3

60.6

42.2

41.7

44.2

48.8

61.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 国

H21年

H20年

H19年

H18年

H17年

H16年

H15年

経営状況

良 い 変わらない 悪 い

ｎ=541

※ＤＩ値 ＝「良い」と回答した企業の割合 －「悪い」と回答した企業の割合)

文章及びグラフ中の「全国」とは全国中小企業団体中央会の集計結果を表しています。

15.8 16.3 15.2
7.2

23.1 24.2

37.0

22.8 19.3

70.9 66.9
74.5

76.6

65.0
68.1

51.9

65.4 68.6

11.1 14.8
7.8

12.6
11.2 6.6 11.1 10.2 10.6

1.7 1.6

1.8 3.2

1.5

0.90.6 0.4

0.7 0.4
0.7 1.1 0.2

0.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人 30～99人 100～300人 H20全産業 全国

主要事業の今後の方針

強化拡大 現状維持 縮小 廃止 その他

ｎ=539
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75.9

38.3

37.1

26.1

22.8

13.0

10.8

7.3

0.5

0% 20% 40% 60% 80%

基礎的な知識・技能・技術の習得・向上

商品知識の向上

新しい機械・設備の知識・技術の習得

礼儀作法・接客態度などの向上

管理能力の向上

マーケティング・販売技術の習得・向上

新規事業に関連した知識・技術の習得

幅広い教養の修得

その他

教育訓練の目的

39.3

32.2

26.3

23.3

14.3

13.4

5.3

2.9

1.8

1.3

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

必要に応じたＯＪＴ

事業所内での研修会勉強会の開催

特に実施していない

民間の各種セミナー等への派遣

協同組合等の共同訓練への派遣

親会社・取引先等の研修への派遣

計画的なＯＪＴ

公共職業訓練機関への派遣

専修学校・各種学校への派遣

通信教育・ｅラーニングの受講

中小企業大学校への派遣

教育訓練の方法

26.1

24.1

15.6

10.6

6.1

8.1

5.4

0.2

48.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

資格取得者への手当・報奨金の支給

学費やセミナー受講料等の金銭的援助

就業時間の配慮

研修、通信教育、図書等に関する情報提供

有給教育訓練休暇の付与

管理者による自己啓発の奨励

自主的な研究会等の実施に対する援助

その他

特に支援はしていない

自己啓発の支援

(4) 経営上の強み(複数回答)

製造業では「製品の品質・精度の高さ」が35.5%で最も高く、非製造業では「顧客へ

の納品・サービスの速さ」30.9%が最も高い。

＜経営上の強み＞

製造業 昨年比較 非製造業 昨年比較

第１位 製品の品質・精度の高さ 顧客への納品・サービスの速さ

第２位 製品・サービスの独自性 商品・サービスの質の高さ

第３位 技術力・製品開発力 技術力・製品開発力

２．従業員の教育訓練について

教育訓練の実施方法について見

ると、全産業では「必要に応じた

ＯＪＴ」が39.3%で最も高く、次い

で「事業所内での研修会・勉強会

の開催」が32.2%、「特に実施して

いない」が26.3%となっている。

教育訓練の目的について見ると、

「基礎的な知識・技能・技術の習

得・向上」が75.9％で最も高く、

次いで「商品知識の向上」が38.3%、

「新しい機械・設備の知識・技術

の習得」が37.1%となっている。

自己啓発の支援をしている場合

で見ると、「資格取得者への手当・

報奨金の支給」が26.1％で最も高

く、次いで「学費やセミナー受講

料等の金銭的援助」が24.1％、「就

業時間の配慮」15.6％となってい

る。

教育訓練実施上の問題点がある

場合を見ると、「対象従業員の時

間的余裕がない」が32.3％で最も

高く、次いで「教育訓練の成果が

明確でない」が17.2％、「費用に

見合った効果が上がらない」が17.

0％となっている。

ｎ=544（MA）

ｎ=399（MA）

ｎ=383（MA）
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＜人員削減方法＞ ｎ=87（MA）（単位：％）

全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人 30～99人
100～

300
全国

退職者の不補充 41.4 41.7 40.7 21.7 43.3 54.5 50.0 40.7

希望退職者の募
集

5.7 - 18.5 4.3 3.3 4.5 16.7 11.1

正社員の解雇 35.6 36.7 33.3 47.8 33.3 31.8 25.0 32.5

契約・臨時社
員、パートタイ
マーの雇い止め

27.6 31.7 18.5 13.0 26.7 36.4 41.7 31.3

派遣契約の解除 17.2 23.3 3.7 8.7 3.3 27.3 50.0 16.5

その他 4.6 - 14.8 4.3 10.0 - - 4.0

17.3

15.8

11.4

9.3

7.1

5.0

4.8

4.8

1.3

0.9

56.4

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

休日の増加

残業規制

賃金・手当の引き下げ

中途採用の削減・中止

一時帰休（一時休業）

新規学卒者の採用削減・中止

所定労働時間の短縮

配置転換

他企業への出向

その他

行っていない

雇用維持の取り組み

54.8

46.2

23.3

22.9

22.9

11.9

3.8

0.5

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

必要な人材を確保しておくため

企業の責任として雇用を守るため

従業員の士気の低下を防ぐため

販売・受注量の増加時への対応のため

人員削減を行うまでの状況でないため

新たに採用することが困難なため

法規制で解雇は実質的に困難なため

その他

雇用維持を図った理由

３．雇用調整（労働力の調整）について

従業員の削減を伴う

雇用調整実施の有無に

ついて、従業員数規模

別で見ると、「雇用調

整を行った」割合は事

業規模が大きくなるほ

ど割合が高くなってい

る。

従業員の削減を伴う

雇用調整実施での人員削減方法を見

ると、全産業では「退職者の不補充」

が 41.4％で最も高く、次いで「正社員

の解雇」が 35.6％、「契約・臨時社員、

パートタイマーの雇い止め」が 27.6％

となっている。

雇用維持の取り組みを実施してい

る場合を見ると、全産業では「休日の

増加」が17.3％と最も高く、次いで「残

業規制」が15.8％、「賃金・手当の引

き下げ」11.4％となっている。

雇用維持を図った理由について見

ると、全産業では「必要な人材を確保

しておくため」が 54.8％と最も高く、

次いで「企業の責任として雇用を守る

ため」が 46.2％、「従業員の士気の低

下を防ぐため」が 23.3％となっている。

４．パートタイマーの活用について

パートタイマーの１日の最多所定労働時間について見ると、全産業では「５時間以

上６時間未満」が29.1％で最も高く、次いで、「４時間以上５時間未満」が20.1％、

「６時間以上７時間未満」が16.7％となっている。

従業員数規模別で見ると、規模の大きい事業所ほど「５時間以上」の占める割合が

高くなっている。

ｎ=537(MA)

ｎ=210(MA)
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＜最多所定労働時間＞ ｎ=528（単位：％）

全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人30～99人100～
300人

全国

２時間未満 0.6 - 1.6 1.7 - - - 0.8

２時間以上
３時間未満

3.2 1.6 5.4 5.2 2.2 2.6 - 2.8

３時間以上
４時間未満

12.1 10.9 14.0 20.7 7.5 9.0 - 10.4

４時間以上
５時間未満

20.1 20.7 19.4 19.8 26.9 15.4 11.5 19.8

５時間以上
６時間未満

29.1 35.3 20.2 22.4 25.8 34.6 53.8 27.2

６時間以上
７時間未満

16.0 14.7 17.8 15.5 19.4 14.1 11.5 17.9

７時間以上
８時間未満

14.7 12.0 18.6 13.8 16.1 15.4 11.5 14.6

８時間 4.2 4.9 3.1 0.9 2.2 9.0 11.5 6.5

パートタイマーの１週

間の平均勤務日数につい

て見ると、全産業では「５

日以上」が50.5 ％と最も

高く、次いで「４日」が29.

9％、「３日」が15.4 ％と

なっている。

パートタイマーの平均

勤続年数について見ると、

全産業では「３年以上」が

63.1％と最も高く、次いで

「２年以上３年未満」が20.

7％、「１年以上２年未満」

が8.1％となっている。

パートタイマー活用のた

めの雇用管理について見る

と、全産業では、「労働条

件を文書で明示している

（就業規則含む）」が44.9％

と最も高く、次いで「賞与

を支給している」が37.2％、

「職務に応じた手当を支給

している」が28.9％となっ

ている。

５．賃金の改定について

平成21年1月1日から平成21年7月1日までの間に賃金の引き上げを行った事業所の昇

給率（昇給額）を見ると、全産業では1.84%（4,586円）で昨年と比べ低調となった（昇

給率：H20年度比－0.16%、H19年度比－0.06%、昇給額：H20年度比－533円、H19年度比

－335円）。従業員数規模別に見ると、「1～9人」の事業所では、昇給率（昇給額）が

最も低下している（昇給率：H20年比－1.22%、昇給額：H20年比－3,906円）結果となっ

ている。

44.9

10.6

9.6

16.6

28.9

37.2

6.3

28.2

4.7

15.6

12.0

3.0

50.6

11.1

10.6

19.4

27.8

38.9

6.1

28.9

3.9

15.6

13.3

3.3

36.4

9.9

8.3

12.4

30.6

34.7

6.6

27.3

5.8

15.7

9.9

2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

労働条件を文書で明示

している（就業規則含む）

職場の責任ある地位

に登用している

希望者を正社員に

転換している

定期昇給を行っている

職務に応じた手当を

支給している

賞与を支給している

退職金制度を設けている

年次有給休暇を

取得させている

育児休業・介護休業を

取得させている

職務等に応じて正社員と

同じ教育訓練をしている

福利厚生施設を利用

させている

その他

活用のための雇用管理

全産業 製造業 非製造業

ｎ=301（MA）

＜昇給率および昇給額＞（加重平均） ｎ=2,621

Ｈ２１昇給率
（％）

Ｈ２１昇給額
（円）

Ｈ２０昇給率
（％）

Ｈ２０昇給額
（円）

Ｈ１９昇給率
（％）

Ｈ１９昇給額
（円）

全産業 1.84 4,586 2.00 5,119 1.90 4,921
製造業 1.66 4,006 1.93 4,792 1.89 4,686
非製造業 2.11 5,579 2.14 5,792 1.90 5,178
1～9人 2.68 6,533 3.90 10,439 4.37 12,304
10～29人 1.63 4,383 2.64 7,135 2.16 5,611
30～99人 1.91 4,563 2.08 5,393 2.07 5,289
100～300人 1.06 2,611 1.74 4,355 1.49 3,939
全 国 2.29 5,589 2.04 5,091 2.04 5,129
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＜雇用形態＞ ｎ=544 (単位:％）

正社員
パートタイム

労働者
派 遣

アルバイト

その他

H21 H20 H21 H20 H21 H20 H21 H20

全産業 80.2 78.8 13.7 13.6 2.3 2.7 3.8 4.9

製造業 78.5 78.2 15.9 14.0 3.1 3.7 2.5 4.0

非製造業 84.2 79.8 8.7 12.8 0.4 0.9 6.7 6.4

1～9 人 79.1 79.0 14.7 16.6 0.3 0.3 5.9 4.0

10～29 人 79.3 80.8 17.1 15.6 0.9 0.5 2.8 3.1

30～99 人 80.1 81.4 16.1 14.0 1.4 1.7 2.3 2.9

100～300 人 81.1 76.6 9.1 9.2 4.3 5.6 5.5 8.7

全 国 79.5 78.6 13.0 12.8 1.7 2.9 5.7 5.7

13.4

12.1

14.9 13.6 13.7

3.0

1.6 2.5 2.7 2.3

4.8 4.7 3.9
4.9

3.8

12.7

12.5
13.1

12.8
13.0

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

H17 H18 H19 H20 H21

78.8

81.7

78.5
78.8

80.2

79.8

79.6
78.6 78.6

79.2

75%

77%

79%

81%

83%

＜雇用形態推移表＞ （単位：％）

正社員 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者 派遣

ｱﾙﾊﾞｲﾄ･その他

正社員（全国） ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者（全国）

～～
～～ ～～

Ⅲ．調査結果の概要

１．従業員構成

(1) 常用労働者数の男女比

男女の構成比率は横ばい

常用労働者数は、回答のあった544

事業所の労働者数13,813人のうち男

性が9,095人（65.8%）、女性が4,718

人（34.2%）で、前年と比較して概ね

横ばいといえる〔昨年：男性（68.9%）、

女性（31.1%）〕。

(2)雇用形態

非製造業で正社員の割合

4.4％増加

雇用形態別の従業員数割

合を見ると、全産業では正社

員の割合が80.2％で昨年比1.

4ポイント、パートタイム労

働者の割合が13.7％で昨年

比0.1ポイント増加しているが、派遣、

アルバイト・その他では減少している。

業種別で見ると、非製造業で正社員の

割合が4.4ポイント増加したが、パート

タイム労働者は4.1ポイント減少してい

る。

従業員数規模別に見ると、正社員の割

合では「100～300人」の事業所では81.

1％で昨年比4.5ポイント増加している。

65.8

62.8

72.6

69.2

68.9

34.2

37.2

27.4

30.8

31.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全産業

製造業

非製造業

全国

H20全産業

常用労働者数（男女比）

男 性 女 性

ｎ=544
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＜労働組合の有無＞n=497 (単位:％)

あ る な い

全産業 5.3 94.7

1～9 人 2.1 97.9

10～29 人 2.1 97.9

30～99 人 9.9 90.1

100～300 人 37.9 62.1

製造業 8.9 91.1

非製造業 2.1 97.9

全 国 7.4 92.6

H20 全産業 6.0 94.0

(3) 年齢別常用労働者の割合

「35～44歳」（23.3%）がトップ

年齢別に常用労働者

の割合を見ると、全産業

では「35～44歳」が23.3%

で最も高く、次いで「25

～34歳」が21.6%、「45

～54歳」が21.3%となっ

ている。製造業、非製造

業についても同様の結

果となっている。

従業員数規模別に見ると、常用労働者の少ない事業所ほど、60歳以上の占める

割合が高く、「1～9人」の事業所では27.3%で、「100～300人」の事業所の8.7%と

比較すると18.6ポイントの差があり、前年と比較して（「1～9人」20.2%、「100

～300人」の事業所8.9%、前年度比11.3%）7.3ポイント拡大している。

(4) 労働組合の有無

労働組合の組織率5.3％

労働組合の有無について見ると、全産業では5.3%

の事業所が労働組合を組織しているが、昨年と比べ

0.7ポイント減少している。

従業員数規模別に見ると、「30～300人」の事業

所が47.8%で、「1～29人」の事業所の4.2%と比較す

ると43.6ポイント差となっている（「30～300人」

の事業所41.5%、「1～29人」7.5%、前年度比34.0%）。

8.5

9.4

6.6

4.2

6.2

9.0

10.6

8.0

21.6

20.6

23.8

14.6

21.9

20.8

24.2

20.9

23.3

22.8

24.6

21.0

20.9

23.3

25.4

24.0

21.3

21.6

20.6

20.0

23.2

21.3

20.7

21.7

12.1

12.6

10.9

13.0

12.8

13.1

10.4

13.0

8.4

8.7

7.7

14.0

9.2

8.5

6.3

8.3

4.7

4.2

5.7

13.3

5.7

4.0

2.4

4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全産業

製造業

非製造業

１～９人

１０～２９人

３０～９９人

１００～３００人

全 国

年齢別常用労働者の割合

２４歳以下 ２５～３４歳 ３５～４４歳 ４５～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

ｎ=543
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２．経営状況について

(1) 経営状況

ＤＩ値、19.1ポイント悪化

調査時点（H21.７.1）にお

ける経営状況についてＤＩ

値で見ると、マイナス73.0

と昨年のマイナス53.9から1

9.1ポイント悪化している。

また、全国と岐阜県のＤＩ

値を比較して見ると岐阜県

は全国（マイナス69.4）より

も3.6ポイント悪化している。

(2) 主要事業の今後の方針

製造業「強化拡大」前年比11.5ポイント減少

主要事業の今後の方針について見ると､「現状維持」が全産業で70.9%、製造業66.9%、

非製造業74.5％で最も高い割合となっている。

製造業の傾向として、昨年は「強化拡大」が23.8%(H19)→27.8%(H20)と４ポイント

増加したが、今回は16.3％となっており、11.5ポイント減少している。

15.8 16.3 15.2
7.2

23.1 24.2

37.0

22.8 19.3

70.9 66.9
74.5

76.6

65.0
68.1

51.9

65.4 68.6

11.1 14.8
7.8

12.6
11.2 6.6 11.1 10.2 10.6

1.7 1.6

1.8 3.2

1.5

0.90.6 0.4

0.7 0.4
0.7 1.1 0.2

0.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人 30～99人 100～300人 H20全産業 全国

主要事業の今後の方針

強化拡大 現状維持 縮小 廃止 その他

3.9

3.3

6.7

8.2

12.9

14.4

12.1

7.7

22.8

20.3

32.7

49.5

45.4

41.4

39.1

30.5

73.3

76.3

60.6

42.2

41.7

44.2

48.8

61.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 国

H21年

H20年

H19年

H18年

H17年

H16年

H15年

経営状況

良 い 変わらない 悪 い

ｎ=539

ｎ=541
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(3) 経営上の障害(３つ以内の複数回答)

製造業で「販売不振・受注の減少」72.0%がトップ

経営上の障害について見ると、全産業では「販売不振・受注の減少」との回答が最

も高く66.2%、次いで「同業他社との競争激化」が35.8%、「原材料・仕入品の高騰」

が28.4%となっている。

業種別で見ると、製造業で「販売不振・受注の減少」が71.6%、「製品価格（販売価

格）の下落」が31.5%、「原材料・仕入品の高騰」が29.2％の順に上位を占めているの

に対し、非製造業では｢販売不振・受注の減少｣が61.4%、「同業他社との競争激化」が4

6.3%、「原材料・仕入品の高騰」が27.7%、となっている。

3.1

15.5

3.7

11.6

1.8

66.2

14.9

3.5

35.8

28.4

7.0

22.5

14.2

10.7

6.6

3.3

1.2

15.2

4.3

8.6

3.1

71.6

20.6

2.3

24.1

29.2

12.5

31.5

14.8

11.3

5.1

3.5

4.9

15.8

3.2

14.4

0.7

61.4

9.8

4.6

46.3

27.7

2.1

14.4

13.7

10.2

8.1

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

労働力不足（量の不足）

人材不足（質の不足）

労働力の過剰

人件費の増大

取引先の海外シフトによる影響

販売不振・受注の減少

製品開発力・販売力の不足

大企業等の進出

同業他社との競争激化

原材料・仕入品の高騰

安価な輸入品の増大

製品価格（販売価格）の下落

納期・単価等の取引条件の厳しさ

金融・資金繰り難

後継者難

環境規制の強化

経営上の障害

全産業 製造業 非製造業

(4) 経営上の強み(３つ以内の複数回答)

「技術力・製品開発力」（26.8%）がトップ

経営上の強みについて見ると、全産業では「技術力・製品開発力」との回答が最も

高く26.8%、次いで、「顧客への納品・サービスの速さ」が26.4%、「製品の品質・精

度の高さ」が22.8%となっている。

ｎ=542(MA)
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業種別で見ると、製造業では「製品の品質・精度の高さ」が35.5%で最も高く、次い

で、「製品・サービスの独自性」が28.5%、「技術力・製品開発力」が25.8%となってい

る。非製造業では「顧客への納品・サービスの速さ」が30.9%で最も高く、次いで、「商

品・サービスの質の高さ」が28.1%、「技術力・製品開発力」が27.7%となっている。

３．従業員の労働時間について

(1) 週所定労働時間

非製造業で40時間達成企業、前年比3.5ポイント改善

１週間の所定労働時間につ

いて見ると、全産業では「40

時間」が46.6%で最も高く、次

いで「38時間超40時間未満」が

24.7%、「40時間超44時間以下」

が18.0%となっている。

業種別を直近４年間で見る

と、製造業では、「40時間」以

下の事業所割合は、81.2%(H18)

→83.2%(H19)→90.4%(H20) →

10.7

13.1

8.5

12.0

9.3

10.3

6.9

11.4

9.9

24.7

27.1

22.5

20.3

31.4

23.0

37.9

27.2

23.8

46.6

47.0

46.1

41.4

46.4

59.8

55.2

48.0

49.2

18.0

12.7

22.9

26.3

12.9

6.9

13.5

17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全産業

製造業

非製造業

1～9人

10～29人

30～99人

100～300人

全国

H20全産業

週所定労働時間

３８時間以下 ３８時間超４０時間未満 ４０時間 ４０時間超４４時間以下

21.7

26.8

16.3

7.9

11.0

22.8

5.2

26.4

7.7

5.2

12.5

2.8

10.7

20.0

16.7

28.5

25.8

25.0

6.3

8.2

35.5

6.3

21.5

10.2

6.6

14.8

2.3

9.8

11.3

10.9

15.5

27.7

8.3

9.4

13.7

11.2

4.3

30.9

5.4

4.0

10.4

3.2

11.5

28.1

21.9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

製品・サービスの独自性

技術力・製品開発力

生産技術・生産管理能力

営業力・マーケティング力

製品・サービスの企画力・提案力

製品の品質・精度の高さ

製品（商品）・サービスの価格競争力

顧客への納品・サービスの速さ

企業・製品のブランド力

工場・店舗の立地条件の良さ

財務体質の強さ・資金調達力

情報の収集・分析力

優秀な仕入先・外注先

商品・サービスの質の高さ

組織の機動力・柔軟性

経営上の強み

全産業 製造業 非製造業

ｎ=522

ｎ=534(MA)
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87.2%(H21)となっており、平成18年から年々改善していたが、今回減少した。

また、全国と岐阜県との比較を直近４年間で見ると、「40時間」以下の事業所割合の

差は、10.4%(H18)→5.5%(H19)→2.7%(H20) →4.6%(H21)と平成18年から差が縮まってき

たが、今回岐阜県の「40時間」以下の事業所割合が低く、1.9ポイント拡大した。

(2) 月平均残業時間

平均残業時間、大幅な減少（前年比マイナス2.65時間）

従業員1人当たりの月平均残業時間について見ると、全産業では「0時間(残業なし)」

が47.8%で最も高く、次いで「1～10時間未満」が20.7%、「10～20時間未満」が15.6%

となっている。

業種別で見ると、製造業では直近４年間で、「0時間(残業なし)」が39.7%(H18)→36.

6%(H19)→34.5%(H20) →45.7%(H21)となっており、減少傾向にあったが、今回増加した。

全国においても、岐阜県と同様に「0時間(残業なし)」が27.1%と最も多いが、岐阜県

の方が16.5ポイント高く、昨年と比べて3.2ポイント拡大している。

平均残業時間においては、前年比マイナス2.65時間となっており、今回大幅な減少（前

回比プラス1.2時間）となっている。

(3) 年次有給休暇の平均付与日数

平均付与日数14.69日

従業員1人当たりの年次有給休暇の平均付与日数について見ると、全産業では「15～2

0日未満」が33.3%で最も高くなっている。また、全国においても、「15～20日未満」

が46.2%で最も高く、岐阜県と同様の結果となっている。

平均付与日数においては、岐阜県（14.69日）は、全国（15.16日）よりも0.47日少な

＜平均残業時間＞

（単位：時間）

全産業 7.25

製造業 11.77

非製造業 8.34

1～9 人 5.85

10～29 人 7.53

30～99 人 11.51

100～300 人 11.90

全国 10.18

H20 全産業 9.90

47.8

45.7

49.6

65.0

35.5

25.6

10.3

31.3

40.4

20.7

22.7

19.0

13.2

28.4

25.6

41.4

26.9

18.5

15.6

15.2

15.8

9.6

20.6

22.2

27.6

19.5

17.9

9.1

9.8

8.5

6.1

10.6

14.4

13.8

12.4

13.1

6.1

5.9

6.3

4.6

5.0

12.2

6.9

8.2

8.0

0.7

0.8

0.7

1.4

1.6

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全産業

製造業

非製造業

1～9人

10～29人

30～99人

100～300人

全国

H20全産業

月平均残業時間

０時間 １～１０時間未満 10～20時間未満 20～30時間未満 30～50時間未満 50時間以上

ｎ=540
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い結果となっている。

(4) 年次有給休暇の平均取得日数

平均取得日数7.47日

従業員1人当たりの年次有給休暇の平均取得日数について見ると、全産業では「5～1

0日未満」が35.0 %で最も高く、次いで「5日未満」が28.7%、「15～20日未満」が26.6%

となっている。

平均取得日数において直近３年間で見ると、6.24日(H19)→6.64日(H20) →7.47日(H

21)と年々増加している。

また、岐阜県（7.47日）は、全国（7.11日）より0.36日高い結果となっている。

28.7

28.6

28.7

28.3

29.1

29.7

27.6

31.2

36.1

35.0

37.6

32.6

29.3

39.0

42.9

44.8

36.8

35.2

26.6

25.9

27.3

30.4

24.1

19.8

24.1

24.1

22.1

4.8

4.3

5.3

5.4

3.5

5.5

3.4

5.7

3.5

4.8

3.5

6.0

6.5

4.3

2.2

2.2

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全産業

製造業

非製造業

1～9人

10～29人

30～99人

100～300人

全国

H20全産業

有給休暇の平均取得日数

５日未満 ５～１０日未満 １０～１５日未満 １５～２０日未満 ２０日以上

10.6

12.2

9.2

12.7

11.3

6.6

8.9

12.1

29.6

29.0

30.1

31.2

32.6

25.3

13.8

24.4

31.9

33.3

38.4

28.7

18.5

38.3

56.0

79.3

46.2

39.2

26.3

20.4

31.6

37.3

17.7

12.1

6.9

20.0

15.9

0.2

0.4

0.4

0.5

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全産業

製造業

非製造業

1～9人

10～29人

30～99人

100～300人

全 国

H20全産業

年次有給休暇の平均付与日数

１０日未満 １０～１５日未満 １５～２０日未満 ２０～２５日未満 ２５日以上

＜平均取得日数＞

（単位：日）

全産業 7.47

製造業 7.36

非製造業 7.56

1～9 人 7.72

10～29 人 7.33

30～99 人 7.10

100～300 人 6.86

全国 7.11

H20 全産業 6.64

ｎ=537
＜平均付与日数＞

（単位：日）

全産業 7.47

製造業 7.36

非製造業 7.56

1～9 人 7.72

10～29 人 7.33

30～99 人 7.10

100～300 人 6.86

全国 7.11

H20 全産業 6.64

ｎ=537
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４．従業員の教育訓練について

(1) 教育訓練の実施方法について（該当項目全ての複数回答）

必要に応じたＯＪＴ」（39.3％）がトップ

教育訓練の実施方法につ

いて見ると、全産業では「必

要に応じたＯＪＴ」が39.3%

で最も高く、次いで「事業

所内での研修会・勉強会の

開催」が32.2%、「特に実施

していない」が26.3%となっ

ている。

(2) 教育訓練の目的（該当項目全ての複数回答）

「基礎的な知識・技能・技術の習得・向上」（75.9％）がトップ

教育訓練の目的について

見ると、「基礎的な知識・技

能・技術の習得・向上」が75.

9％で最も高く、次いで「商

品知識の向上」が38.3%、「新

しい機械・設備の知識・技術

の習得」が37.1%となってい

る。

(3) 教育訓練の対象者（該当項目全ての複数回答）

「生産関係の技能者」(43.1％)が、トップ

教育訓練の対象従業員の形態について見ると、全産業では「生産関係の技能者」が4

3.1％で最も高く、次いで「管理・監督者」が36.6％、「新卒社員」が35.0％となって

いる。 業種別で見ると、製造業では「生産関係の技能者」が62.6％で最も高く、次

いで「新卒社員」が40.6％、「管理・監督者」が34.2％となっており、非製造業では、

「管理・監督者」が38.8％で最も高く、次いで「中途採用社員」が31.1％、「新卒社

社員」が29.6％となっている。

39.3

32.2

26.3

23.3

14.3

13.4

5.3

2.9

1.8

1.3

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

必要に応じたＯＪＴ

事業所内での研修会勉強会の開催

特に実施していない

民間の各種セミナー等への派遣

協同組合等の共同訓練への派遣

親会社・取引先等の研修への派遣

計画的なＯＪＴ

公共職業訓練機関への派遣

専修学校・各種学校への派遣

通信教育・ｅラーニングの受講

中小企業大学校への派遣

教育訓練の方法

75.9

38.3

37.1

26.1

22.8

13.0

10.8

7.3

0.5

0% 20% 40% 60% 80%

基礎的な知識・技能・技術の習得・向上

商品知識の向上

新しい機械・設備の知識・技術の習得

礼儀作法・接客態度などの向上

管理能力の向上

マーケティング・販売技術の習得・向上

新規事業に関連した知識・技術の習得

幅広い教養の修得

その他

教育訓練の目的

ｎ=544（MA）

ｎ=399（MA）
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(4) 従業員の自己啓発促進の支援（該当項目全ての複数回答）

支援の場合「資格取得者への手当・報奨金の支給」（26.1％）がトップ

従業員の自己啓発促進の支援をしている場合を見ると、「資格取得者への手当・報

奨金の支給」が26.1％で最も高く、次いで「学費やセミナー受講料等の金銭的援助」

が24.1％、「就業時間の配慮」15.6％となっている。

35.0

31.1

36.6

17.5

25.8

18.5

43.1

7.8

2.6

40.6

31.0

34.2

17.6

23.0

8.0

62.6

10.2

1.1

29.6

31.1

38.8

17.3

28.6

28.6

24.5

5.6

4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

新卒社員

中途採用社員

管理・監督者

事務関係社員

営業サービス関係社員

研究・技術関係社員

生産関係の技能者

パートタイマー

その他

教育訓練の対象

全産業 製造業 非製造業

26.1

24.1

15.6

10.6

6.1

8.1

5.4

0.2

48.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

資格取得者への手当・報奨金の支給

学費やセミナー受講料等の金銭的援助

就業時間の配慮

研修、通信教育、図書等に関する情報提供

有給教育訓練休暇の付与

管理者による自己啓発の奨励

自主的な研究会等の実施に対する援助

その他

特に支援はしていない

自己啓発の支援
ｎ=383（MA）

ｎ=399（MA）
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(5) 教育訓練実施上の問題点（該当項目全ての複数回答）

問題点ある場合「対象従業員の時間的余裕がない」（32.3％）がトップ

教育訓練実施上の問題点がある場合を見ると、「対象従業員の時間的余裕がない」が

32.3％で最も高く、次いで「教育訓練の成果が明確でない」が17.2％、「費用に見合っ

た効果が上がらない」が17.0％となっている。

５．雇用調整（労働力の調整）について

(1) 従業員の削減を伴う雇用調整実施の有無

16.0％の事業所が「従業員の削減を伴う雇用調整」の実施

従業員の削減を伴う

雇用調整実施の有無に

ついて、従業員数規模

別で見ると、「雇用調

整を行った」割合は、

事業規模が大きくなる

ほど高くなっている。

全国と岐阜県を比較

してみると、「雇用調

整を行った」事業所は

岐阜県が2.3ポイント

低い結果となっている。

16.0

23.3

9.4

8.2

21.0

24.2

41.4

18.3

84.0

76.7

90.6

91.8

79.0

75.8

58.6

81.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全産業

製造業

非製造業

1～9人

10～29人

30～99人

100～300人

全国

雇用調整実施の有無

人員削減を伴う雇用調整を行った 人員削減を伴う雇用調整を行っていない

ｎ=544

32.3

17.2

17.0

12.1

10.2

9.3

7.2

0.4

38.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

対象従業員の時間的余裕がない

教育訓練の成果が明確でない

費用に見合った効果が上がらない

業務にあった内容のものが少ない

訓練担当者の時間的余裕がない

教育訓練に関する給付金が利用しにくい

教育訓練をしても従業員が定着しない

その他

特に問題はない

実施上の問題 ｎ=471（MA）
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(2) 雇用調整実施での人員削減方法（該当項目全ての複数回答）

人員削減方法は41.4％が「退職者の不補充」

従業員の削減を伴う雇用調整実施での人員削減方法を見ると、全産業では「退職者の

不補充」が41.4％で最も高く、次いで「正社員の解雇」が35.6％、「契約・臨時社員、

パートタイマーの雇い止め」が27.6％となっている。

従業員数規模別で見ると、常用労働者の少ない事業所ほど「正社員の解雇」の割合

が高く、常用労働者の多い事業所ほど「退職者の不補充」、「契約・臨時社員、パー

トタイマーの雇い止め」の割合が高くなっている。

(3) 人員削減を伴わない雇用調整実施方法（３つ以内の複数回答）

雇用維持実施場合では、17.3％が「休日の増加」

事業活動縮小に伴う雇用調整

に当たって、従業員の雇用維持

の取り組みを実施している場合

を見ると、全産業では「休日の

増加」が17.3％と最も高く、次

いで「残業規制」が15.8％、「賃

金・手当の引き下げ」11.4％と

なっている。

業種別に見ると、製造業では、

「残業規制」が23.8％と最も高

く、次いで「休日の増加」が21.

5％、「中途採用の削減・中止」

が11.3％となっており、非製造

15.8

4.8

7.1

17.3

4.8

1.3

9.3

5.0

11.4

0.9

56.4

23.8

6.3

14.5

21.5

7.8

1.2

11.3

3.1

10.5

1.6

46.5

8.5

3.6

0.4

13.5

2.1

1.4

7.5

6.8

12.1

0.4

65.5

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

残業規制

所定労働時間の短縮

一時帰休（一時休業）

休日の増加

配置転換

他企業への出向

中途採用の削減・中止

新規学卒者の採用削減・中止

賃金・手当の引き下げ

その他

行っていない

雇用維持の取り組み

全産業 製造業 非製造業

ｎ=537（MA）

＜人員削減方法＞ ｎ=87（MA）（単位：％）

全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人 30～99人
100～

300
全国

退職者の不補充 41.4 41.7 40.7 21.7 43.3 54.5 50.0 40.7

希望退職者の募
集

5.7 - 18.5 4.3 3.3 4.5 16.7 11.1

正社員の解雇 35.6 36.7 33.3 47.8 33.3 31.8 25.0 32.5

契約・臨時社
員、パートタイ
マーの雇い止め

27.6 31.7 18.5 13.0 26.7 36.4 41.7 31.3

派遣契約の解除 17.2 23.3 3.7 8.7 3.3 27.3 50.0 16.5

その他 4.6 - 14.8 4.3 10.0 - - 4.0
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業では、「休日の増加」が13.5％と最も高く、次いで「賃金・手当の引き下げ」が12.

1％、「残業規制」8.5％となっている。

(4)雇用維持の理由（３つ以内の複数回答）

「必要な人材を確保しておくため」（54.8％）がトップ

雇用維持を図った理由につ

いて見ると、全産業では「必

要な人材を確保しておくた

め」が54.8％と最も高く、次

いで「企業の責任として雇用

を守るため」が46.2％、「従

業員の士気の低下を防ぐた

め」が、23.3％となっている。

業種別に見ると、製造業で

は、「必要な人材を確保して

おくため」が53.2％と最も高

く、次いで「企業の責任とし

て雇用を守るため」が46.0％、

「販売・受注量の増加時への対応のため」が、26.6％となっており、非製造業では、

「必要な人材を確保しておくため」が57.0％と最も高く、次いで「企業の責任として

雇用を守るため」が46.5％、「人員削減を行うまでの状況でないため」が、22.1％と

なっている。

(5) 雇用調整に関する助成金の利用（該当項目全ての複数回答）

事業所の85.2％「雇用調整に関する助成金」利用なし

雇用調整助成金に関する助成金の

利用について見ると、「利用してい

ない」が85.2％となっている。

助成金を利用している場合で見る

と、「雇用調整助成金」が5.2％、「中

小企業緊急雇用安定助成金」が10.

9％となっている。

5.2%

10.9%

85.2%

助成金等の利用

雇用調整助成金

中小企業緊急雇用

安定助成金

利用していない

22.9

54.8

11.9

23.3

46.2

3.8

22.9

0.5

26.6

53.2

9.7

25.8

46.0

4.8

23.4

17.4

57.0

15.1

19.8

46.5

2.3

22.1

1.2

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

販売・受注量の増加時

への対応のため

必要な人材を確保して

おくため

新たに採用することが

困難なため

従業員の士気の低下を

防ぐため

企業の責任として雇用

を守るため

法規制で解雇は実質的

に困難なため

人員削減を行うまでの

状況でないため

その他

雇用維持を図った理由

全産業 製造業 非製造業

ｎ=210(MA)

ｎ=542（MA）
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(6) 雇用調整助成金の対象となった措置（該当項目全ての複数回答）

「従業員の休業」が(92.4％)がトップ

雇用調整助成金の対象とな

った措置について見ると、「従

業員の休業」が92.4％で最も高

く、次いで「事業所内での教育

訓練」が21.5％、「外部訓練機

関への派遣」が12.7％となって

いる。

全国と岐阜県を比較して見

ると、「他の事業所への出向」

は、岐阜県では割合がなかった

が、全国では11.0％もの高い割

合を占める結果となった。

(7) 雇用調整助成金の利用上の障害（該当項目全ての複数回答）

「従業員の休業」が(92.4％)がトップ

雇用調整助成金の利用上の

障害がある場合を見ると、「書

類作成など申請手続きが煩雑

である」が25.6％と最も高く、

次いで「支給内容がわかりにく

い」が25.2％、「申請から受給

までに時間がかかる」が16.7％

となっている。

６．パートタイマーの活用について

(1) 最多所定労働時間

最多所定労働時間、「５時間以上６時間未満」(29.1％)がトップ

パートタイマーの１日の最多所定労働時間について見ると、全産業では「５時間以

上６時間未満」が29.1％で最も高く、次いで、「４時間以上５時間未満」が20.1％、

「６時間以上７時間未満」が16.0％となっている。

従業員数規模別で見ると、規模の大きい事業所ほど「５時間以上」の占める割合が

高くなっている。

92.4

21.5

12.7

11.4

9.3

0.0

95.0

27.6

10.5

5.8

0.7

11.0

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

従業員の休業

事業所内での教育訓練

外部訓練機関への派遣

残業時間の削減

事業主団体等での委託訓練

他の事業所への出向

助成金の対象となった措置

全産業 全国

25.6

25.2

16.7

10.0

9.3

2.7

1.1

49.1

21.8

14.4

27.2

15.1

6.9

3.8

2.4

49.1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

書類作成など申請手続きが煩雑である

支給内容がわかりにくい

申請から受給までに時間がかかる

支給要件が厳しい

窓口が混雑して申請に時間がかかる

申請窓口がわかりにくい

その他

特にない

雇用調整助成金利用上の障害

全産業 全国

ｎ=79（MA）

ｎ=528（MA）
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＜最多所定労働時間＞ ｎ=528（単位：％）

全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人30～99人100～
300人

全国

２時間未満 0.6 - 1.6 1.7 - - - 0.8

２時間以上
３時間未満

3.2 1.6 5.4 5.2 2.2 2.6 - 2.8

３時間以上
４時間未満

12.1 10.9 14.0 20.7 7.5 9.0 - 10.4

４時間以上
５時間未満

20.1 20.7 19.4 19.8 26.9 15.4 11.5 19.8

５時間以上
６時間未満

29.1 35.3 20.2 22.4 25.8 34.6 53.8 27.2

６時間以上
７時間未満

16.0 14.7 17.8 15.5 19.4 14.1 11.5 17.9

７時間以上
８時間未満

14.7 12.0 18.6 13.8 16.1 15.4 11.5 14.6

８時間 4.2 4.9 3.1 0.9 2.2 9.0 11.5 6.5

＜平均勤務日数＞ ｎ=311(単位：％)

全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人 30～99人
100～

300
全国

１ 日 0.3 - 0.8 0.9 - - - 0.9

２ 日 3.9 2.2 6.3 6.1 4.0 - 3.8 3.1

３ 日 15.4 15.8 14.8 13.9 18.0 15.4 7.7 13.0

４ 日 29.9 35.0 22.7 32.2 28.0 30.8 15.4 30.0

５日以上 50.5 47.0 55.5 47.0 42.0 53.8 73.1 53.0

(2)１週間の平均勤務日数

事業所の５割が「５日以上」

パートタイマーの１週間の平均勤務日数について見ると、全産業では「５日以上」が

50.5 ％と最も高く、次いで「４日」が29.9％、「３日」が15.4 ％となっている。

従業員数規模別に見ると規模が小さくなるほど、「３日以下」の占める割合が多くな

っている。

(3) 平均勤続年数

「３年以上」63.1％がトップ

パートタイマーの平均勤続年数について見ると、全産業では「３年以上」が63.1％と

最も高く、次いで「２年以上３年未満」が20.7％、「１年以上２年未満」が8.1％とな

っている。

業種別に見ると、非製造業が製造業より「１年未満」（非製造業13.4％、製造業4.4％）

９ポイント高くなっている。
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＜平均勤続年数＞ ｎ=309 (単位：％)

全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人 30～99人
100～

300人
全国

半年未満 4.2 3.3 5.5 6.2 6.5 - - 3.5

半年以上
１年未満

3.9 1.1 7.9 3.5 6.5 2.6 - 5.3

１年以上
２年未満

8.1 6.6 10.2 11.5 4.3 9.1 3.8 11.0

２年以上
３年未満

20.7 23.6 16.5 17.7 20.4 22.1 30.8 17.4

３年以上 63.1 65.4 59.8 61.1 62.4 66.2 65.4 62.9

＜主として行っている業務＞ ｎ=307(単位：％)

全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人 30～99人
100～
300人

全国

正社員と同じ業務 32.9 30.2 36.8 31.5 34.8 34.6 26.9 32.7

正社員の補助業務 49.8 48.9 51.2 57.7 45.7 42.3 53.8 49.4

正社員とは違う独
立した業務

16.3 19.2 12.0 9.9 18.5 21.8 19.2 15.7

その他 1.0 1.6 - 0.9 1.1 1.3 - 2.2

(4) 主として行っている業務

「正社員の補助業務」（49.8％）がトップ

パートタイマーが主として行っている業務について見ると、全産業では、「正社員の

補助業務」が49.8％と最も高く、次いで「正社員と同じ業務」が32.9％、「正社員とは

違う」が16.3％となっている。

業種別に見ると、非製造業が製造業より「正社員と同じ業務」（非製造業36.8％、製

造業30.2％）6.6ポイント高くなっている。

(5) 活用のための雇用管理（該当項目全ての複数回答）

「労働条件を文書で明示している（就業規則含む）」（44.9％）がトップ

パートタイマー活用

のための雇用管理につ

いて見ると、全産業では、

「労働条件を文書で明

示している（就業規則含

む）」が44.9％と最も高

く、次いで「賞与を支給

している」が37.2％、「職

務に応じた手当を支給

している」が28.9％とな

っている。

業種別に見ると製造

業では、「労働条件を文

44.9

10.6

9.6

16.6

28.9

37.2

6.3

28.2

4.7

15.6

12.0

3.0

50.6

11.1

10.6

19.4

27.8

38.9

6.1

28.9

3.9

15.6

13.3

3.3

36.4

9.9

8.3

12.4

30.6

34.7

6.6

27.3

5.8

15.7

9.9

2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

労働条件を文書で明示

している（就業規則含む）

職場の責任ある地位

に登用している

希望者を正社員に

転換している

定期昇給を行っている

職務に応じた手当を

支給している

賞与を支給している

退職金制度を設けている

年次有給休暇を

取得させている

育児休業・介護休業を

取得させている

職務等に応じて正社員と

同じ教育訓練をしている

福利厚生施設を利用

させている

その他

活用のための雇用管理

全産業 製造業 非製造業

ｎ=301（MA）
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書で明示している（就業規則含む）」が50.6％と最も高く、次いで「賞与を支給してい

る」が38.9％、「年次有給休暇を取得させている」が28.9％となっており、非製造業で

は全産業と同様の順位となっている。

(6) 活用上の課題（該当項目全ての複数回答）

「必要な経験・知識・技能を有する人を集めるのが難しい」（43.4％）がトップ

パートタイマー活用

上の課題について見る

と、全産業では、「必要

な経験・知識・技能を有

する人を集めるのが難

しい」が43.4％と最も高

く、次いで「所得税の非

課税限度額等の関係で

就業調整が行われる」が

31.3％、「業務の繁閑と

パートタイマーの都合

が合致しない」が21.9％

となっている。

７． 新規学卒者の採用について

(1) 新規学卒者(平成21年3月卒)の平均初任給(加重平均)

学卒種別８種の全種別で全国平均を上回る

新規学卒者の初任給について見ると、全国平均との比較では、全学卒種別において

県内平均が全国平均を上回っている。

昨年と比べて見ると、高校卒技術系、専門学校卒技術系、短大卒技術系、大学卒（技

術系、事務系）において上昇している。

全国平均と県内平均との差は、専門学校卒事務系が13,005円、短大卒技術系が9,728

円、大学卒事務系が8,890円などとなっている。

＜新規学卒者(平成21年3月卒)の平均初任給＞(加重平均)

平成21年 平成20年 対前年増減 対全国増減

高校卒技術系（n=67） 162,393 円 157,819 円 4,574 円 7,003 円 155,390 円

高校卒事務系（n=25） 159,108 円 160,491 円 -1,383 円 6,586 円 152,522 円

専門学校卒技術系（n=20） 170,050 円 166,844 円 3,206 円 3,060 円 166,990 円

専門学校卒事務系（n=20） 180,000 円 180,000 円 0 円 13,005 円 166,995 円

短大卒技術系（n=6） 183,031 円 178,782 円 4,249 円 9,728 円 173,303 円

短大卒事務系（n=5） 169,477 円 171,638 円 -2,161 円 2,865 円 166,612 円

大学卒技術系（n=27） 196,299 円 188,856 円 7,443 円 1,628 円 194,671 円

大学卒事務系（n=38） 199,980 円 194,693 円 5,287 円 8,890 円 191,090 円

全国平均
岐阜県

43.4

21.9

20.5

8.3

6.6

31.3

2.8

6.6

40.8

24.1

24.7

6.9

6.9

33.9

1.7

6.3

47.4

18.4

14.0

10.5

6.1

27.2

4.4

7.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

必要な経験・知識・技能を有する

人を集めるのが難しい

業務の繁閑とパートタイマーの

都合が合致しない

業務の変化にあわせて配置

転換を行うことが難しい

急な退職が多く欠員

への対応が難しい

雇用契約の更新を頻繁に行う

必要があって煩雑である

所得税の非課税限度額等の

関係で就業調整が行われる

定着率が悪く募集や教育

訓練のコストがかかる

その他

活用上の課題

全産業 製造業 非製造業

ｎ=288（MA）
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(2) 新規学卒者(平成21年3月卒)の充足状況

全学卒種別において全国平均を下回る

新規学卒者の充足状況について見ると、事務系においては全国平均を上回っているが、

技術系において全国平均を下回っている。

(3) 平成22年3月新規学卒者採用計画

採用計画「ある」とする事業所（13.6%）、前年比11.7ポイント悪化

平成22年3月新規学卒

者の採用計画について見

ると、全産業では、「あ

る」との回答が13.6%とな

っており、昨年と比べ11.

7ポイント減少し、新規採

用の状況は悪化したとい

える。

また、岐阜県は全国と

比較して「ある」の回答

の割合が、昨年は7.1ポイ

ント岐阜県の方が高かっ

たが、今回2.2ポイント高

い結果となった。

また、従業員規模別で

見ると、規模の大きい事業所ほど「ある」との回答割合が高く、「100～300人」の事業

所では53.6%となっており、「1～9人」の事業所の3.9%と比較すると49.7ポイントの差

がある。

[学卒種別]

採用計画「あり」と回答した事業所について、その内訳について見ると、全産業では、

「高校卒」の採用が39.4%で最も高く、次いで「大学卒」の採用が27.5%、「専門学校卒」

の採用が23.9%となっている。また、全国においても、岐阜県と同様な傾向となってい

る。

13 .6 16 .0
11 .5

3 .9
11 .2

35 .2

53 .6

11 .4

25 .3

74 .8 70 .8 78 .3
87 .2 74 .1

48 .4

39 .3

71 .4

57 .5

11 .6 13 .2 10 .1 8 .9
14 .7 16 .5

7 .1

17 .2 17 .2

0%

10%
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50%
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70%
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全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人 30～99人 100～300人 全国 H20全産業

平成22年3月に新規学卒者採用計画

あ る な い 未 定

＜新規学卒者(平成 21年 3 月卒)の充足状況＞ (単位:％)

岐阜県
（H21）

岐阜県
（H20）

全国
岐阜県
（H21）

岐阜県
（H20）

全国
岐阜県
（H21）

岐阜県
（H20）

全国

高校卒(n=51) 79.3 67.0 85.5 74.4 65.9 83.6 96.2 70.0 92.5
専門学校卒(n=13) 85.1 72.9 90.9 74.1 73.8 89.0 100.0 60.0 97.1
短大卒(n=9) 61.1 83.3 86.7 46.2 78.6 84.2 100.0 100.0 89.7
大学卒(n=24) 80.2 81.6 87.7 65.9 80.5 84.9 95.0 82.6 91.1

全 体 技術系 事務系

n=543
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26 .4
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6 .6

1 .8

2 7 .6

31 .8

2 .2

29 .4

5 .9

0 .8

30 .0

1 7 .5

7 .6

29 .0
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39 .1
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3 .9

2 .0

4 0 .1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

引き上げた

引き下げた

今年は実施しない（凍結）

７月以降引き上げる予定

７月以降引き下げる予定

未定

賃金改定実施状況

岐阜県（Ｈ19） 岐阜県（Ｈ20） 岐阜県（Ｈ21） 全国

従業員数規模別で見ると、規模の大きい事業所ほど「大学卒」の採用計画の割合が高

い傾向となっている。

８．賃金の改定について

(1) 賃金改定実施状況

「今年は実施しない（凍結）」事業所（29.0%）

平成21年1月1日から平成21年7

月1日までの期間における賃金改

定実施状況について見ると、全産

業では「未定」が40.1％と最も高

い。

その他実施状況で見ると、「今

年は実施しない（凍結）」が29.0%

となっており、対象事業所の約３

割が凍結の状況となっている。

従業員数規模別に見ると、「引

き上げた」割合は、規模の大きな

事業所が高く、「100～300人」の

事業所では42.9％となっており、

「１～9人」の事業所の8.2％と比

較すると、34.7ポイントの差があ

る。
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賃金改定実施状況（規模別）
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39 .4
49 .2
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40 .0

33 .3
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16 .9
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14 .3 10 .6 0 .0 9 .1
9 .3

27 .5 27 .7 27 .3

6 .7

28 .6 29 .8 34 .6 30 .0 25 .9
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全産業 製造業 非製造業 1～9人 10～29人 30～99人 100～300人 全国 H20全産業

採用計画の内訳

高校卒 専門学校卒 短大卒（含高専） 大学卒

ｎ=542

n=109

ｎ=542
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(2) 昇給率および昇給額

前年と比べ賃金昇給率、賃金昇給額ともに低調

平成21年1月1日から平成21年7月1日までの間に賃金の引き上げを行った事業所の昇

給率（昇給額）を見ると、全産業では1.84%（4,586円）で前年と比べ低調となった。（昇

給率：H20年度比－0.16%、H19年度比－0.06%、昇給額：H20年度比－533円、H19年度比

－335円）

従業員数規模別に見ると、「1～9人」の事業所では、昇給率（昇給額）が最も低下し

ている（昇給率：H20年比－1.22%、昇給額：H20年比－3,906円）結果となっている。

＜昇給率および昇給額＞（加重平均） ｎ=2,621

Ｈ２１昇給率
（％）

Ｈ２１昇給額
（円）

Ｈ２０昇給率
（％）

Ｈ２０昇給額
（円）

Ｈ１９昇給率
（％）

Ｈ１９昇給額
（円）

全産業 1.84 4,586 2.00 5,119 1.90 4,921
製造業 1.66 4,006 1.93 4,792 1.89 4,686
非製造業 2.11 5,579 2.14 5,792 1.90 5,178
1～9人 2.68 6,533 3.90 10,439 4.37 12,304
10～29人 1.63 4,383 2.64 7,135 2.16 5,611
30～99人 1.91 4,563 2.08 5,393 2.07 5,289
100～300人 1.06 2,611 1.74 4,355 1.49 3,939
全 国 2.29 5,589 2.04 5,091 2.04 5,129



調 査 票



平成21年 6月

平成21年度中小企業労働事情実態調査ご協力のお願い

世界的な景気後退による輸出の減少と内需の冷え込みにより中小企業の経営が厳しさを増す中、雇用 。労働環境においても多く
の課題が生じております。このような情勢下、中小企業団体中央会では、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な労働
対策を樹立することを目的に、本年度も全国一斉に標記調査を実施することとなりました。
つきましては、こ繁忙の折誠に恐縮ですが、趣旨をご理解いただき、調査にご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。

平成21年度中小企業労働事情実態調査票
調査時点 :平成21年 7月 1日 調査締切 :平成21年 7月 10日

´
―

記入についてのお願い

◇秘密の厳守

◇ご記入方法

◇お問い含わせ先

岐阜県中小企業団体中央会 労働支援チーム
〒500-8384 岐阜市藪田南5丁目14番 53号 岐阜県県民ふれあい会館8階

電  言舌058-277-1103 FAX 058-273-3930

貴 事 業 所 の 概 要 に つ い て お 答 え 下 さ い 。 (太枠内に該当する事項を高 己入下さい)

調査票にご記入下さいました事項については、企業と個人の情報の秘密を厳守し、統計以外の目的に用い
ることはいたしませんので、ありのままをご記入下さい。また、記入担当者名などの個人1青報につきまし
ては、本調査に係る問い合わせ以外には使用いたしません。
質問ことの指示により該当する項目の番号に○をつけるか、該当欄に数字等をご記入下さい。なお、特に
断りのない限り7月 1日現在でご記入下さい。
調査票のご記入に当たっての不明な点など、調査に関しますお問い合わせ先は、下記までお願いいたしま
す。調査票は7月 10日 までにご返送下さい。

貴事業所の名称 記入担当者名

所  在  地

(〒 ) 電話番号

FA×番号

1.食料品、飲料・たばこ・飼料製造業
2.繊維工業
3.木材・木製品、家具 ・装備品製造業
4,印刷 ・同関連業
5.窯業 ・土石製品製造業
6.化単工業、石油 ・石炭製品、ゴム製品製造業
7.鉄鋼業、非鉄金属、金属製品製造業
8,生産用 ・業務用 ・電気・情報通信 ・輸送用機械器具製造業
9・ パルプ・紙 ・紙カロエ品、プラスチック製品、なめ し革 ・同

製品・毛皮、その他の製造業
Ю ¬ 謝 離 業

購 請与堅影 蝙翼獣翼良曇乱 ≦盲嘉覇漣軋 )
11.運輸業

(設備工事業を除く)

種 (最も売上高の多い事業の業種の晉号を以下の1.～ 19.の中から1つだけ右の太枠内にご記入下さい)―
12
13
14
15
16
17

18

ス
　
　
　
　
・業

ビ
　
　
　
　
ス

一　
　
　
　
ビ

諜

裂
裂
　
　

耐
　
　
　

サ一

工

工
工
業
業

業

　
　
　
人

含

別
備
売
売

事

　
　
　
個

総

職

設
卸

小
対

　
　
　
対

19,その他 (具体的に

設 間 1)従業員数 につ いてお笞え下さい。

①平成21年 7月 1日現在の形態別の従業員数を男女別に
太枠内にご記入下さい。

正 社 員 バートタイマー 派  遣 アルバイト.その他 計

男   性 人 人 人 人 人

女   性 人 人 人 人 人

〔注〕「パー トタイマー」とは、1日 の所定労働時間が貴事業所の一般労働者より短い者、

少ない者です。

②平成21年 7月 1日現在の従業員のうち、常用労働者について、男女別、

設間2)労働組合の有無について
お笞え下さい。
(どちらか1つだけに○)

1.あ る      2.な い

または1日 の所定労働時間は同じでも1週 の所定労働日

年齢別の人数を太枠内にご記入下さい。

数 が

常用労働者数 24歳以下 25～34歳 35～44歳 45～ 54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上 計

男   性 人 人 人 人 人 人 人 人

女   性 人 人 人 人 人 人 人 人

〔注〕「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する者です。なお、パートタイマーであっても、下記の (1)(2)に 該当する場合は常用労働者に含みます。
(1)期 間を決めずに雇われている者、またはlヵ 月を超える期間を決めて雇われている者
(2)日 々または1カ 月以内の期限を限って雇われている者のうち、5月 、6月 にそれぞれ18日 以上雇われた者
(3)事業主の家族で、貴事業所にて働いている者のうち、常時勤務して毎月給与が支払われている者

剛 掴 語 業は 相
四

(都道府県コー ド) (事業所コー ド) (地域コー ド)



設間3)経営についてお讐え下さい。
①現在の経営状況は1年前と比べていかがですか。(1つだけに○)

1.良 い      2.変 わらない    3.悪 い

②現在行つている主要な事業について、今後どのようにしていくお考えですか。(1つだけに○)

1.強化拡大     2.現 状維持     3.縮  小     4,廃  止     5。 その他 ( )

③現在、経営上どのようなことが障害となつていますか。(3つ以内に○)

1.労働力不足 (量の不足)         2.人 材不足 (質の不足)          3.労 働力の過乗」

4。 人件費の増大              5。 取ヨ1先の海夕ヽシフ トによる影響      6.販 売不振・受注の減少

7.製品開発力 ・販売力の不足        8。 大企業等の進出             9,同 業他社との競争激化

10,原材料・住入品の高騰         11.安 価な輸入品の増大          12,製 品価格 (販売価格)の下落

13.納期・単価等の取ヨ1条件の厳しさ    14.金 融 ・資金繰り難           15.後 継者難

16.環境規制の強化

④経営上の強みはどのようなところにありますか。(3つ以内に○)

1.製品・サービスの独自性

4.営業力 ・マーケテイングカ

7.製品 (商品)・ サービスの価格競争力

10.工場・店舗の立地条件の良さ

13.優秀な住入先 ,外注先

技術力 ・製品開発力

製品・サービスの企画力 ・提案力

顧客への納品・サービスの速さ

財務体質の強さ・資金調達力

商品・サービスの質の高さ

3.生産技術・生産管理能力

6,製品の品質・精度の高さ

9.企業 ・製品のブラン ドカ

12.情報の収集・分析力

15,組織の機動力 ・柔軟性

2.

5,

8.

１

４

設 間4)従業員の労働時間 につ いてお笞え下さい。

①従業員 (パートタイマーなど短時間労働者を除く)の週所定労働時間は何時間ですか (残業時間、休憩時間は除く)。

職種や部門によつて異なる場合は、最も多くの従業員に適用されている時間をお答え下さい。(1つだけに○)

1.38時間以下       2.38時 間超40時間未満 3.400寺膚]            4.400寺 膚]i3440寺膚]1以下

〔注〕(1)現 在、労働基準法で40時間超44時 間以下が認められているのは、10人 未満の商業・サービス業等の特例事業所のみです。
(2)「所定労働時間」とは、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間です。

②平成20年の従業員1人当たりの月平均残業時間 (時間外労働口休日労働)をご記入下さい。

従業員 1人当たり 月平均残業時間 2.な し

③平成20年の従業員1人当たりの年次有給休l服の平均付与日数日取得日数をご記入下さい。(付与日数は前年からの繰
越分を除く)

従業員 1人当たり 平均付与日数
(当年付与分のみ。前年からの繰越分は除く)

設間5)従業員の教育訓練についてお答え下さい。
①従業員の教育訓練はどのような方法で実施していますか。(該当するものすべてに○)

イ走弄菫長劃人当

`ブ

ヒリ  耳こi旬厠lイ尋EIJ敗
 〔[:::I:::]日 〕

| |1営言::よよ歯 翁穆賢朕派遣    i・ 院 を[軍卍曇父2F浣     il會 [][賽       受講
1 10.事業所内での研修会 ・勉強会の開催   11.そ の他 (             ) 12.特 に実施 していない

②従業員の教育訓練はどのようなことを目的に行つていますか。(該当するものすべてに○)

1.基礎的な知識・技能 ・技術の習得 ・向上  2.新 しい機械・設備の矢□識 ・技術の習得  3.新 規事業に関連した矢0識 ・技術の習得

4.商品知識の向上             5,マ ーケテイング・販売技術の習得 ・向上 6.管理能力の向上

7.ネし儀作法 ・接客態度などの向上      8.幅 広い教養の1多得           9,そ の他 (            )

③教育訓練はどのような従業員を対象に行つていますか。(該当するものすべてに○)

1.新卒社員

4.事務関係社員

7.生産関係の技能者

2.中途採用社員

5.営業サービス関係社員

8.パー トタイマー

3,管理 ・監督者

6.研究 ・技術関係社員

9.その他 (

④従業員の自己啓発を促進するため、どのような支援を行つていますか。(該当するものすべてに○)

1.単費やセミナー受講料等の金銭的援助   2.資 格取得者への手当・報奨金の支給   3.有 給教育訓練休0限の付与

4.就業時間の配慮 5,自主的な研究会等の実施に対する援助  6.管 理者による自己啓発の奨励

7.研修、通信教育、図書等に関する情報提供  8。 その他 ( ) 9,特 に支援はしていない

⑤従業員の教育訓練をする上で、どのようなことが問題となつていますか。(該当するものすべてに○)

1.

4.

7.

費用に見含つた効果が上がらない

教育訓練に関する給付金が利用しにくい

教育訓練をしても従業員が定着 しない

対象従業員の時間的余裕がない

業務にあった内容のものが少ない

その他 (

副1練担当者の時間的余裕がない

教育訓練の成果が明確でない

特に問題はない

３

　
６

　
９

の
こ
　
ｒＯ
　
ｏ
０



設間6)雇用調整 (労働力の調整 )につ いてお答え下さ い。

①貴事業所では平成20年 7月 1日以降21年 7月 1日 までの間に、経営上の理由で従業員の削減を伴う雇用調整を行いましたか。
(該当するものに○)

※1.に○をした事業所は下記設間ヘ

1,退職者の不補充              2.希 望退職者の募集      3.正 社員の解雇

4・ 契約 ・臨時社員、パー トタイマーの雇い止め  5,派 遣契約の解除       6.そ の他 ( )

②貴事業所では平成20年 7月 1日 以降21年 7月 1日 までの間に、
雇用を可能な限り維持するため、以下のことを行いましたか。

事業活動の縮小に伴う雇用調整に当たつて、従業員の

(該当するものすべてに○)

1.人員削湖を伴う雇用調整を行つた 2.人員削湖を伴う雇用調整を行つていない

①-1.人員削減を伴う雇用調整を行つた場合、削減はどのような方法で行いましたか。(該当するものに○)

1.残業規制
4,休日の増力□
7.中途採用の削湖 .中止
10.その他 (

2.所定労働時間の短縮        3.― 時帰休 (一時休業 )

5,配置転換 6.他企業への出向
8.新規学卒者の採用肖」湖 。中止    9.賃 金 ・手当の31き下げ

)  11.行 つていない

※1.～ 10。 に○をした事業所は下記設間ヘ

十
②-1.人員削減を伴わない雇用調整を行い雇用の維持を図つたのはなぜですか。(3つ以内に○)

２

５

８

３

６

１

４

７

販売 ・受注量の増力D時への対応のため

従業員の士気の低下を防ぐため

人員削湖を行うまでの状況でないため

必要な人材を確保しておくため
企業の責任として雇用を守るため
その他 (           )

新たに採用することが困難なため

法規制で解雇は実質的に困難なため

③貴事業所では平成20年 7月 1日以降21年 7月 1日 までの間に、雇用調整に関する以下の助成金を利用しましたか。(該当するものに○)

③ -1,雇用調整に関する助成金を利用した場合、助成の対象となつたのはどのような措置ですか。(該当するものすべてに○)

2.中小 3.利 用していない

〔注〕中小企業緊急雇用安定助成金は、平成20年 12月 に創設されたもので、雇用調整助成金に比べ、支給要件
の緩和、助成率・教育訓練費の引き上げが行われています。

※1.2.に○をした事業所は下記設間ヘ

1,従業員の体業           2.事 業所内での教育訓練       3.外 部訓練機関への派遣

4.事業主団体等での委託訓練     5.他 の事業所へ出向         6.残 業0寺 間の削減

④雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を利用する際、または利用を検討した際に障害になつたことがありま
すか。(該当するものすべてに○)

1.支綸内容がわかりにくい         2.支 給要件が厳しい          3.書 類作成など申請手続きが煩雑である
4.申請から受給までに0寺間がかかる     5.窓 □が混雑 して申請に時間がかかる  6.申 請窓□がわかりにくい
7.その他 (            ) 8.特 にない

設間7)ノ 一ヽトタイマーの活用についてお笞え下さい。
〔注〕以下の「設問①～⑥」については、パートタイマーを雇用している事業所のみお答え下さい,「パートタイマー」とは、1日 の所定労働時間が常用

労働者より短い者、または1日 の所定労働時間は同じでも1週の所定労働H数が少ない者です。

①パートタイマーの1日の所定労働時間は何時間の人が最も多いですか。(1つに○)

1.20寺間未満        2.2時 間以上3時間未満   3.30寺間以上4時間未満   4.48寺間以上5時間未満

5.5時間以上60寺 間未満   6.6B寺間以上70寺 間未満   7.70寺間以上8時間未満   8.8時 間

②パートタイマーの1週間の勤務日数は平均何日の人が最も多いですか。(1つに○)

1.1日        2.2日 3.3日 4.4日 5.5日以上

③パートタイマーの継続勤続年数は平均するとどの程度ですか。(1つに○)

1.半年未満     2.半 年以上1年未満   3.1年 以上2年未満    4.2年 以上3年未満   5.3年 以上

④パートタイマーが主として行つているのはどのような業務ですか。(1つに○)

1.正社員と同じ業務  2.正社員の補助業務  3,正 社員とは違う独立 した業務  4。 その他 ( )

⑤パートタイマーを活用するため、雇用管理にあたつてどのようなことを行つていますか。(該当するものすべてに○)

1.労働条件を文書で明示している (就業規貝」含む)  2.職 場の責任ある地位に登用している 3.希望者を正社員に転換している

4.定期昇給を行つている             5.職 務に応じた手当を支給している  6.賞 与を支給している

7.退職金制度を設けている            8,年 次有給休暇を取得させている  9.膏 児休業・介護休業を取得させている

10.職務等に応じて正社員と同じ教育訓練をしている  11.福利厚生施設を利用させている  12,その他 (           )

⑥パートタイマーを活用する上で、どのようなことが課題となつていますか。(3つ以内に○)

1.必要な経験 ・知識 ・技能を有する人を集めるのが難 しい   2.業 務の繁閑とパー トタイマーの都合が含致しない

3.業務の変化にあわせて配置転換を行うことが難 しい     4.急 な退職が多く欠員への対応が難しい

5.雇用契約の更新を頻繁に行う必要があつて煩雑である    6.所 得税の非課税限度額等の関係で就業調整が行われる

7.定着率が悪く募集や教育訓練のコス トがかかる       8,そ の他 ( )



設間8)新規学卒者の採用 につ いてお笞え下さい。

①平成21年 3月 新規学卒者 (第 2新卒者、中途採用者を除く)の採用予定人数、実際に採用した人数、1人当たり平均
初任給額 (平成21年 6月 支給額)をご記入下さい。

学  卒
採用予定人数 (人 )

(平成21年 3月 卒)

採用した人数 (人 )

(平成21年 3月卒)

1人当たり

平均初任給額 (円 )

（
〈
フ
ロ
古
同
古
寺
）

短

大

卒

技術系

事務系

大
学
卒

技術系

事務系

平成21年 6月 のlヵ 月間に支給した1人 当たり平均初任給額は通勤手当を除いた所定内賃金総額 (税込額)を ご記入下さい。
専門学校卒は、高校卒業を入学の資格とした専修学校専門課程 (2年 制以上)を卒業した者を対象として下さい。
技術系として採用した者以外はすべて事務系にご記入下さい。

②平成22年3月の新規学卒者 (第 2新卒者、中途採用者を除く)の採用計画はありますか。(1つだけに○)

※上記の1.に○をした事業所は下記の③ヘ

③学卒ごとの採用予定人数をご言己入下さい。

2.専門掌校卒 |  |  1人

設間9)賃金改定についてお笞え下さい。
①平成21年 1月 1日 から7月 1日 までの間にどのような賃金改定を実施しましたか。(1つだけに○)

1.ヨ 1上 げた

2.ヨ 1下 げた

3.今年は実施しない (凍結 )

4.7月以降弓1上 げる予定

5.7月以降弓1下 げる予定

6.未 定

②賃金改定を実施した対象者の総数と従業員1人当たり平均の改定前 日改定後所定内賃金及び平均引上げ 口引下げ
額をご記入下さい。ご記入の際は下記の 〔注〕若ピ珍疑漸碇Ⅱ瓦西ほおyラ鯵しぃ マイナスの記号は不要です。

対象者総数
従 業 員 1人 当 た り (月 額 )

改定前の平均所定内賃金 (A) 1  改定後の平均所定内賃金 (B) 平均31上 げ ・31下げ額 (C)

人 円 円 円

〔注〕 (1)「改定前の平均所定内賃金 (A)J「改定後の平均所定内賃金 (B)」 「平均り1上 げ・引下げ額 (C)Jの 関係は次のとおりです。
。「1.引 上げた」事業所は、「平均引上げ 。引 ドげ額 (C)」 はプラス額になります 1

・「2.引下げた」事業所は、「平均引上げ・引 ドげ額 (C)Jはマイナス額になりますc

・「3。 今年は実施しない (凍結)」 事業所は、(B)一 (A)が同額になりますので、「平均引上げ・引下げ額 (C)」 は「0」 になります。
(2)対 象者総数は、賃金改定対象者で、賃金の改定前、改定後とも在職 している者です (1ペ ージロの設間1の 「従業員数」 とは必ず

しも一致しなくても結構です)c

(3)パ ー トタイマー、アルバイト、役員、家族、嘱託、病欠者、休職者などは除いて下さい。
(4)「所定内賃金」については、下表を参考にして下さい。ただし、通勤手当は除いて ドさい。

´  賃 金 分 類 表 ―

定期給与 所定内賃金
(固定部分)基本給 (年齢給、職能給、職務給、勤続給)、 役付手当、 |

技能手当、特殊勤務手当、家族手当、住宅手当、食事手当、|

現金給与総額

物価手当、通勤手当など

(変動部分)精勤手当、生産手当、能率手当など

所定外賃金 (超過勤務手当、休日出勤手当、宿直手当、深夜勤手当など)

臨時給与 (夏李 。年末賞与など)

◎お忙しいところご協力ありがとうございました。記入もれがないかもう一度お確かめのうえ、7月 10日 までにご返送下さい。
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